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健康経営優良法人2025の
認定基準と申請方法について

（中小規模法人部門）

事前に以下の資料を印刷のうえ、ご視聴ください。

☆当スライド資料
☆2025健康経営優良法人申請書（中小規模法人部門）「申請内容記載表」シート
ACTION！健康経営ポータルサイトよりID等を発行し、ダウンロードした認定申請書の所定シートを印刷してください。
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当スライドについて

 当スライドは、令和6年8月19日より公開の「健康経営優良法人2025（中
小規模法人部門）認定申請書」を基に作成しています。

 必要に応じて、「従業員（常時使用する従業員）の定義」「事業場の定
義」等、中小企業基本法、労働基準法、労働安全衛生法、健康増進法等の
解釈を、個別の事業所ごとに確認してください。



3

① 申請の流れと入力方法

② 健康経営優良法人（中小規模法人部門）の
認定基準の解説

【目次】

……… 5

……… 8
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申請書の入手および提出方法

※過去に申請したことがある場合は、ご担当者宛てに申請サイトのURL、ID・パスワードの案内
メールが届きます。Step３から実施してください。

ポータルサイトからID発行サイトにアクセス

健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト
「ACTION！健康経営」のリンクから、ID発行サイト
にアクセス

ID発行サイトで貴社情報の登録

ID発行サイトで法人番号、法人名、メールアドレスな
どを登録

申請サイトで申請書ファイルをダウンロード

登録したメールアドレスに届いた申請サイトのURLに
アクセスし、申請書のExcelファイルをダウンロード

申請サイトで申請書ファイルをアップロード

Excelファイルに必要事項を入力後、再度申請サイト
にアクセスし、アップロード

＜受付締切：令和６年10月18日（金）17時＞

＜健康経営優良法人認定事務局ポータルサイト＞

＜ID発行サイト＞
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令和６年度健康経営顕彰制度のスケジュール

申請期間：令和６年８月19日（月）～令和６年10月18日（金）17時
認定時期：令和７年３月頃（予定）
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2023年4月1日から申請日までに実施した内容について回答してください
※今後取り組み予定等の申請日時点で実施していない取り組みは評価対象外



大項
目

中項目 小項目 該当設問 評価項目

入
力
チ
ェ
ッ
ク

認定要件

中小規模法人
部門（小規模法
人特例）

中小規模法人部門

１．経営理念・方針 Q６Q７ 健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 ☐ 必須

２．組織体制
Q８ 健康づくり担当者の設置 ☐ 必須

Q9 （求めに応じて）40歳以上の従業員の健診データの提供 ☐ 必須

３
．
制
度
・施
策
実
行

（１）従業員の健康課題
の把握と必要な
対策の検討

健康課題に基づいた
具体的な目標の設定

Q10 健康経営の具体的な推進計画 ☐

健康経営の具
体的な推進計
画～左記③の
うち2項目以上

必須

健康課題の把握

Q11 ①定期健診受診率（実質100％） ☐

左記①～③
のうち２項
目以上

ブ
ラ
イ
ト
５
０
０
・ネ
ク
ス
ト
ブ
ラ
イ
ト
１
０
０
０
は
左
記
①
～
⑮
の
う
ち
13

項
目
以
上

Q12①また
はQ12②

②受診勧奨の取り組み ☐

Ｑ13 ③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施 ☐

（２）健康経営の実践に
向けた土台づくり

ヘルスリテラシーの向上
Q14または

Q15
④管理職または従業員に対する教育機会の設定 ☐

左記④～⑦の
うち

1項目以上

左記④～⑦
のうち１項
目以上

ワークライフバランスの推進 Q16 ⑤適切な働き方実現に向けた取り組み ☐

職場の活性化 Q17 ⑥コミュニケーションの促進に向けた取り組み ☐

仕事と治療の両立支援 Q18 ⑦私病等に関する復職・両立支援の取り組み（⑬以外） ☐

（３）従業員の心と身体
の

健康づくりに関する具体
的対策

具体的な健康保持・増進施
策

Q19または
Q20

⑧保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み ☐

左記⑧～⑮の
うち

3項目以上

左記⑧～⑮
のうち４項
目以上

Q21 ⑨食生活の改善に向けた取り組み ☐

Q22 ⑩運動機会の増進に向けた取り組み ☐

Q23 ⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み ☐

Q24 ⑫長時間労働者への対応に関する取り組み ☐

Q25 ⑬メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み ☐

感染症予防対策 Q26 ⑭感染症予防に関する取り組み ☐

喫煙対策
Q27 ⑮喫煙率低下に向けた取り組み ☐

Q28 受動喫煙対策に関する取り組み □ 必須

４．評価・改善 Q29 健康経営の取り組みに対する評価・改善 ☐ 必須

５．法令遵守・リスクマネジメント（自主申告）
※誓約事項参照

定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェックを実施していること、労働基準
法または労働安全衛生法に係る違反により送検されていないこと、等

☐ 必須

健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）認定要件 ※経済産業省の資料に少し手を加えています
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１．経営理念・方針
項目 評価項目 認定要件

経営理念・方針 1.健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須

申請書Q6～7

《ポイント》
●協会けんぽ等が実施する健康宣言事業に参加すること
●経営者自身が健康診断を受診していること

《兵庫支部のサポート》
●わが社の健康宣言事業を実施

詳しくはこちら

もしくは
「協会けんぽ兵庫支部

わが社の健康宣言」で検索

〇設置趣旨
本項目は、従業員の健康保持・増進に向けた取り組みに経営層がコミットし、自身の健康管理に努める機運

を浸透させるため、組織として対策に取り組む旨を明文化・意思表示しているかを問うものである。また、経
営者本人が率先して従業員の行動規範になるべきことから、経営者自身の健康管理の状況を問うものである。

〇適合基準
本項目は、以下ⅰおよびⅱのいずれも満たすことをもって適合とする。

ⅰ経営者が、全国健康保険協会や健康保険組合等保険者のサポートを受けて、組織として従業員の健康管理に
取り組むことを明文化(保険者が実施する健康宣言事業への参加等)し、その文書等を従業員および社外の関係
者(ステークホルダー)に対し表示(発信)していること。

ⅱ経営者自身が、年に1回定期的に健康診断を受診していること。
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１．経営理念・方針

Q6 健康宣言を実施していますか（1つだけ）

申請書Q6～7

項目 評価項目 認定要件

経営理念・方針 1.健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須



13

１．経営理念・方針
申請書Q6～7

項目 評価項目 認定要件

経営理念・方針 1.健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診 必須



２．組織体制
項目 評価項目 認定要件

組織体制 2-1.健康づくり担当者の設置 必須

申請書Q8

《ポイント》
●全ての事業場に「健康づくり担当者」を設置すること

《兵庫支部のサポート》
●「健康保険委員」も健康づくり担当者の該当となる

（Q8.SQ2「その他」に記載）

14

〇適合基準
本項目は、全ての事業場において従業員の健康保持・増進に関する取り組みを推進する担当者を定めている
ことをもって適合とする。

〇設置趣旨
本項目は、従業員の健康保持・増進の取り組みを組織全体に展開するために、必要な組織体制を構築してい
るかを問うものである。

「健康づくり担当者」とは
事業場において従業員の健康保持・増進に関する取り組みを推進する担当者を指す。
具体的には、健康経営施策の立案・実行支援や、経営者、産業医、保険者等との適切な報告、連絡および相
談等を行う。なお、健康診断や保健指導の実施に関する手続き、特定保健指導の連絡窓口等の実務等を担う
担当者も含まれる。

詳しくはこちら

もしくは
「協会けんぽ兵庫支部
健康保険委員」で検索



２．組織体制
項目 評価項目 認定要件

組織体制 2-1.健康づくり担当者の設置 必須

申請書Q8

15



小項目 評価項目 認定要件

組織体制 2-2.（求めに応じて）40歳以上の従業員の健診データの提供 必須

２．組織体制
申請書Q9
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《ポイント》

●生活習慣病予防健診を利用して受診して
いる⇒「2」と回答

●生活習慣病予防健診を利用していないが、
協会けんぽに「提供依頼書」を提出してい
る⇒「4」と回答

詳しくはこちら

もしくは
「協会けんぽ兵庫支部
結果提供」で検索

〇設置趣旨
本項目は、健康経営に取り組む法人と保険者のデータ連携を通じた効果的・効率的な
保健事業を推進する観点から問うものである。

〇適合基準
本項目は、以下ⅰまたはⅱのいずれかを満たすことをもって適合とする。

ⅰ保険者に対し、40歳以上の従業員の健康診断のデータを提供していること。
ⅱ保険者からの求めに応じ、40歳以上の従業員の健康診断のデータを提供する意思表示を
保険者に対し行っていること。なお、40歳以上の従業員がいない場合も適合とする。



とある工場・A社の事例
従業員50人の職場です。夜勤もあります。協会けんぽからの特定保健指導の案内や、事業

所健康診断カルテより「こんなにメタボの人がいるのか…」と思っていましたが、今まで誰
も特定保健指導を受けていませんでした。このような状況の中で、最近、従業員が病気で倒
れてしまいました。すぐに復帰してくれたので良かったのですが、「何とかしないと！」と、
この時思ったのです。

《総務担当者》

PDCA 事例の取り組み内容

Plan（計画） 分析に基づく事業の立案

・特定保健指導を従業員に知ってもらう
・会社で受けやすい環境を整える
・総務が担当し、実施していく
・2025年度までに、対象者全員（100%）が参加する

Do（実行） 事業の実施

・社内報に健診と特定保健指導について記載して回覧
・朝会で社長から、特定保健指導を実施することを周知
・「特定保健指導の案内」に掲載された対象者へ総務から

社内メールと声掛けをして案内
・社内で特定保健指導を実施（就業中、応接室で個別対応）

Check（評価）
評価指標の目標達成状況を確認し

達成の成否の要因分析

・対象者の参加数を確認し、前年度と比較
前年度対象者の参加数（20人中0人（0%）参加）
今年度対象者の参加数（20人中8人（40%）参加）

⇒事前の周知で理解ができたため、参加に抵抗がなかった
⇒不参加の12人は夜勤専門で日中実施が難しい

Action（改善） 次のサイクルに向けての修正

・健診当日に健診機関で特定保健指導を実施できるか検討中
・オンライン（WEB）での特定保健指導を検討中

⇒結果と次回検討事項を社長に報告

実施主体

達成期限

数値目標

17



３．制度・施策実行

小項目 評価項目 認定要件

健康課題に基づいた
具体的な目標の設定

3-1-1.健康経営の具体的な推進計画 必須
※小規模法人特例を除く

18

申請書Q10

《ポイント》

●本項目では「目標・計画の設定」を評価するため、目標の達成状況は問わない

●既に終了または中断等により申請時点で実行されていない計画であるものは不適合

●以下4点を満たすことをもって適合とする

ⅰ 自社の従業員の健康課題を把握している

ⅱ その課題に対して具体的な計画や数値目標を設定している

ⅲ 計画を実行するにあたり実施主体・責任担当者を定めている

ⅳ 目標の期限や達成スケジュールを定めている

〇設置趣旨
本項目は、組織の健康課題や労働環境の改善に向けた具体的な計画・数値目標を設定し、その達成・進捗
状況の把握、評価等の実施（PDCAサイクルの構築）を問うものである。

〇適合基準
本項目は、従業員の健康課題を踏まえ、従業員の健康保持・増
進、過重労働防止等に関する計画を策定し、具体的な数値目標、
実施（責任）主体および達成期限を定めていることをもって適
合とする。なお、本項目では「目標・計画の“設定”」を評価す
るため、目標達成の状況は問わない。

また、健康宣言において何らかの数値目標を定めている場合
や、既に定めている安全衛生計画等に従業員の健康保持・増進、
過重労働防止等に関する目標・計画の記載がある場合も適合と
する。
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協会けんぽからの案内により、特定保健指導の対象者が4割程度い
ることが判明したが、案内をしても受ける従業員がいない。

特定保健指導の実施率を100％にする

％

2025

2023年度の開始年度より、対象者に社内メールや声掛けでの案内を徹底
した。しかし、特定保健指導の内容を理解してもらえていないこともあり、
希望者はいなかった。

2024年度からは総務が主体となり、以下の内容に取り組む。
①特定保健指導の必要性を理解してもらうために、社内報に記載して回覧
②参加を促すため、朝会で社長から従業員に周知
③勤務中に受けられるように、社内の応接室で特定保健指導を実施

2023

0 100

2024年度以降の年度を
記入してください
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３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

健康課題の把握
3-1-2.①従業員の健康診断の実施
（受診率実質100％）

①～③のうち2項目以上
※小規模法人特例はP20の「健康経営の具体的な推進計画」

と①～③のうち２項目以上

申請書Q11

《ポイント》

●2023年度と2024年度（申請日まで）のどちらの
定期健康診断受診率でも申請可能。

●病休や産休等のやむをえない事情がある場合は、
対象から除外。

22
↑受診率が100％未満95％以上の場合にはSQ1も回答

〇設置趣旨
本項目は、組織または部署・部門ごとの従業員の健康課題を
把握し、必要な対策を講じるための前提として、従業員の定
期健康診断の受診が徹底できているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、以下ⅰまたはⅱのいずれかを満たすことをもって
適合とする。

ⅰ労働安全衛生法に基づく定期健康診断の受診率が100％であ
ること。
ⅱ労働安全衛生法に基づく定期健康診断における直近の受診
率が95％以上（ただし、対象者が20人未満の場合は、未受診
者１人以下）であり、未受診者に対して、早期に受診するよ
うに適切な受診勧奨を行っていること。



３．制度・施策実行

小項目 評価項目 認定要件

健康課題の把握 3-1-3.②受診勧奨の取り組み
①～③のうち2項目以上

※小規模法人特例はP20の「健康経営の具体的な推進計画」
と①～③のうち２項目以上

申請書Q12

23

《ポイント》
●定期健康診断、特定保健指導等の受診勧奨は

評価対象外

●婦人科健診・妊婦健診等の女性の健康に特化
した受診勧奨は評価対象外（Q23で回答）

●保険者の取り組みについては、法人自らが関与
し、従業員に周知している場合に限り適合。

協会けんぽが実施する「生活習慣病予防健診」
（各種がん検診項目含む）を利用することで入力可能

〇設置趣旨
本項目は、経営者および担当者が、自社の従業員の労働環境や健康課題を把握した上で、各従業員（およびその家
族）が自身の健康状態を把握・改善するために、事業主（経営者）の法的義務である「定期健康診断の実施」に加
えて、再検査・精密検査等の受診勧奨、がん検診等の任意検診を受診しやすい環境を整備しているかを問うもので
ある。

〇適合基準
本項目は、以下ⅰまたはⅱのいずれかを満たすことを
もって適合とする。

ⅰ定期健康診断等の結果、再検査や精密検査が必要と
された従業員に対する受診を促すための取り組みまた
は制度があること。
ⅱ従業員に対するがん検診等、任意検診の受診を促す
取り組みまたは制度があること。



３．制度・施策実行

小項目 評価項目 認定要件

健康課題の把握
3-1-4.③50人未満の事業場における

ストレスチェックの実施

①～③のうち2項目以上
※小規模法人特例はP20の「健康経営の具体的な推進計画」

と①～③のうち２項目以上

申請書Q13

24

《ポイント》
●2024年度（申請日まで）に本人への結果通知までが実施完了
している場合は2024年度の状況を、完了していない場合は2023
年度の状況を回答。

●法令に準じた手順で実施すること。（いわゆるセルフチェック
は含まない）

●ストレスチェックの実施者は医師、保健師または厚生労働大臣
が定める研修を修了した歯科医師、看護師、精神保健福祉士もし
くは公認心理師である必要がある。

〇設置趣旨
本項目は、従業員の職業性ストレスを客観的に把握し、組織または
部署・部門別のストレス傾向等の状況把握を行い、適切な対応を
とっているかどうかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、従業員数50人未満の全ての事業場および従業員数50人
以上の全ての事業場（法令遵守）において、労働安全衛生法に定
められたストレスチェック制度に準じて、ストレスチェックを実
施していることをもって適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

ヘルスリテラシーの
向上

3-2-1.④管理職または従業員に対する教育機会の設定
④～⑦のうち

1項目以上

申請書Q14～15

2525

《ポイント》
●個人が任意で受講している研修、衛生管理者や健康づくり

担当者を対象とした専門職研修は含まない。

●情報提供は全従業員に対して実施すること。個人宛のメー
ルや文書回覧等、従業員個人に届く方法で行うこととし、
単なる掲示等による情報提供は除く。

《兵庫支部のサポート》
●健康講座の実施（無料）
●メールマガジンの配信

詳しくはこちら

もしくは
「協会けんぽ兵庫支部
メルマガ」で検索

詳しくはこちら

もしくは
「協会けんぽ兵庫支部
健康講座」で検索

〇設置趣旨
本項目は、管理職や従業員に対し、健康管理の必要性を認識
させるため、健康保持・増進に係る知識（ヘルスリテラ
シー）の向上に向けた機会を設定しているかを問うものであ
る。

〇適合基準
本項目は、以下ⅰまたはⅱのいずれかを満たすことをもって
適合とする。
ⅰ1年度に少なくとも１回、管理職や従業員に対し、健康を
テーマとした従業員研修を実施している、または外部機関主
催の研修等に参加させていること。
ⅱ少なくとも１か月に１回の頻度で、全従業員に対し、健康
をテーマとした情報提供を行っていること。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

ワークライフ
バランスの推進

3-2-2.⑤適切な働き方実現に向けた取り組み
④～⑦のうち

1項目以上

申請書Q16

26

〇設置趣旨
本項目は、従業員のモチベーション向上や組織の活性化のため、従業員のワークライフバランスを維持・改善させ
る取り組みを行っているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、組織として時間外勤務の縮減や有給休暇取得の促進等、仕事と家庭生活の両立に向けた環境づくりのた
めの取り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。

《ポイント》

●超過勤務時間の把握のみであり、改善に
向けた取り組みが見られない場合は不適合。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

職場の活性化 3-2-3.⑥コミュニケーションの促進に向けた取り組み
④～⑦のうち

1項目以上

申請書Q17

27

《ポイント》
●一部の従業員により開催されたものは
不適合とし、事業者が主体となっての取
り組みであること。

●接待や営業目的によるイベント開催等、
従業員のコミュニケーション向上を目的

としないイベントは不適合。

〇設置趣旨
本項目は、役職や部署を越えた従業員同士の連携の強化やメンタルヘルス不調の防止等のため、組織内のコミュニ
ケーションを促進する取り組みを行っているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、従業員同士のコミュニケーション向上を目的としたイベント等の取り組み、または、外部機関主催のイ
ベント等への参加の働きかけを、１年度に少なくとも１回以上定期的に、全従業員向けに実施していることをもっ
て適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

仕事と治療の両立支
援

3-2-4.⑦私病等に関する復職・両立支援の取り組み
④～⑦のうち

1項目以上

申請書Q18

28

《ポイント》
●メンタルヘルス不調に特化した取り組みや、
定期健診の再検査・精密検査に関する取り組
みについては、本項目では評価対象外。
（Q25で回答）

〇設置趣旨
本項目は、私病等を持つ従業員の復職支援、仕事と治療の両立支援に向けて、組織の意識改革や受け入れ体制の整
備等の必要な措置を講じているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、従業員の復職支援、病気の治療と仕事の両立支援に向けて、対象者の支援体制の整備等の対策を定めて
いることをもって適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

具体的な健康保持・
増進施策

3-3-1.⑧保健指導の実施または特定保健指導
実施機会の提供に関する取り組み

⑧～⑮のうち4項目以上
※小規模法人特例は⑧～⑮のうち３項目以上

申請書Q19～20

29

〇設置趣旨
本項目は、従業員の生活習慣病の重症化を予防するため、生活習慣の改善等
を促す保健指導の実施または保険者による特定保健指導の実施のための時間
的、空間的配慮等の取り組みを行っているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、ⅰ特定保健指導の実施機会の提供またはⅱ保健指導（特定保健指
導を除く）の実施のいずれかを満たすことをもって適合とする。

《ポイント》

●ⅰは保険者が実施する特定保健指導を実施してい
るかを問う。対象者がいない場合でも、ルールの整
備・明文化を行っていることをもって適合とする。

●ⅱの保健指導とは、労働安全衛生法第66条の7に
基づく保健指導のことを指し、その都度相談をする
健康相談とは異なる。

●ⅱは定期健診の結果に基づく保健指導を実施して
いるかを問う。実施していない場合や対象者がいな
い場合は、不適合。

詳しくはこちら

もしくは
「協会けんぽ 特定保

健指導」で検索



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

具体的な
健康保持・増進施策

3-3-2.⑨食生活の改善に向けた取り組み ⑧～⑮のうち4項目以上
※小規模法人特例は⑧～⑮のうち３項目以上

申請書Q21

30

《ポイント》
●事業者が主体的に関与していない取り組みは
不適合

✓経営者・従業員等が自主的に行っている
取り組み（例：ある従業員が弁当を持参
している）

✓事業者の働きかけなしに、外部の
事業者により行われている取り組み

（自社内設置の自動販売機に、事業者の働
きかけなしに健康に配慮した飲料が設置
されている）

●食に関する情報提供・研修の実施は、本項目
では評価しない。

〇設置趣旨
本項目は、生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の食生活改善を促す取り組みを行っているかを
問うものである。
〇適合基準
本項目は、従業員の食生活の改善に向けた普及啓発等の取り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

具体的な
健康保持・増進施策

3-3-3.⑩運動機会の増進に向けた取り組み ⑧～⑮のうち4項目以上
※小規模法人特例は⑧～⑮のうち３項目以上

申請書Q22

31

《ポイント》
●事業者が主体的に関与していない取り組みは
不適合

●運動に関する情報提供・研修の実施は、本項
目では評価しない

●血圧測定や体重測定のみなど、従業員の状態
把握のみで具体的な運動に関する取り組みがな
い場合は不適合。

〇設置趣旨
本項目は、生活習慣病等による欠勤、病休等を防ぐため、従業員の運動機会の増進に向けた取り組みを行ってい
るかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、従業員の運動機会の増進に向けた取り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。ただし、
事業者が主体的に関与していない取り組みは不適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

具体的な
健康保持・増進施策

3-3-4.⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み ⑧～⑮のうち4項目以上
※小規模法人特例は⑧～⑮のうち３項目以上

32

申請書Q23

32

協会けんぽの「生活習慣病予防健診」で、
乳がん検診・子宮頸がん検診を周知・利
用することで、「1」と入力できます

〇設置趣旨
本項目は、女性従業員の健康保持・増進に向けた職場環境の整備や、管理職・従業員の女性の健康に関するリテ
ラシー向上に向けた取り組みを行っているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、女性特有の健康課題に対応する環境の整備や、管理職・従業員が女性特有の健康課題に関する知識を
得るための取り組みを継続的に行っていることをもって適合とする。
なお、女性従業員が申請日時点でいない場合も、何らかの取り組みを行っていることをもって適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

具体的な
健康保持・増進施策

3-3-5.⑫長時間労働者への対応に関する取り組み ⑧～⑮のうち4項目以上
※小規模法人特例は⑧～⑮のうち３項目以上

申請書Q24

33

《ポイント》
●過重労働防止に向けた数値目標・計画の策定
や、過重労働に関する研修・情報提供について
は、本項目では評価しない。

●長時間労働者がいない場合でも、具体的な対
応策を予め策定していることをもって適合とす
る。

〇設置趣旨
本項目は、経営者および人事・労務担当者が、従業員の超過勤務状況を把握し、長時間労働者に対する具体的な
対策を行っているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、従業員の労働環境を踏まえ、長時間労働者が発生した場合（管理職を含む）の本人の過重労働防止に
向けた具体的な対応策を行っていることをもって適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

具体的な
健康保持・増進施策

3-3-6.⑬メンタルヘルス不調者への対応
に関する取り組み

⑧～⑮のうち4項目以上
※小規模法人特例は⑧～⑮のうち３項目以上

申請書Q25

34

《ポイント》
●ストレスチェックの範囲内に留まる取り組み
は不適合

●メンタルヘルス不調者への対応に関する情報
提供・研修等は本項目では評価しない

〇設置趣旨
本項目は、従業員のメンタルヘルス不調予備軍または不調者に対するサポート体制や職場復帰支援策を事前に策
定することにより、メンタルヘルス不調の予防や不調者発生時の適切な労働支援体制を整備しているかを問うも
のである。

〇適合基準
本項目は、メンタルヘルスについての相談窓口を設置し、その周知を図っていること、または、不調者が出た場
合の支援体制の整備等の対策を定めていることをもって適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

感染症予防対策 3-3-7.⑭感染症予防に関する取り組み ⑧～⑮のうち4項目以上
※小規模法人特例は⑧～⑮のうち３項目以上

申請書Q26

35

〇設置趣旨
本項目は、従業員の感染症予防に関する環境を整備するための取り組みを行っているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、予防接種を受ける際の就業時間認定、感染症を発症した者への特別休暇付与等、従業員の感染症予防
や感染拡大防止に向けた取り組みや制度を実施していることをもって適合とする。（新型コロナウイルス感染症
拡大に向けた取り組みや制度も含みます。）

《ポイント》

●回答日時点で実施を辞めている取り組みは
対象外

●感染症予防に関する情報提供・研修等は本
項目では評価しない



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

喫煙対策 3-3-8.⑮喫煙率低下に向けた取り組み ⑧～⑮のうち4項目以上
※小規模法人特例は⑧～⑮のうち３項目以上

申請書Q27

36

《ポイント》
●喫煙者がいない場合も、その状態を維持する何
らかの取り組みを行っていることをもって適合と
する

●啓発書類の配布やメルマガ配信などの単なる情
報提供は除く

●受動喫煙対策は本項目では評価しない
（Q28で回答）

〇設置趣旨
本項目は、従業員の喫煙率の低下を促す取り組みを行っているかを問うものである。

〇適合基準
本項目では、従業員の喫煙率低下を促すため、喫煙者に対する禁煙促進に向けた取り組みの実施・ルールの設置
や従業員に対するたばこの健康影響についての教育・研修を実施していることをもって適合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

喫煙対策 3-3-9.受動喫煙対策に関する取り組み 必須

申請書Q28

37

〇設置趣旨
本項目は、受動喫煙防止に向けて、適切な環境が整備されているかを問うものである。

〇適合基準
本項目では、労働安全衛生法、健康増進法の趣旨に基づいて、受動喫煙防止に向けた対策が講じられていること
を求める。具体的には、すべての事業場において対象施設ごとに下記の適合要件を満たしていることをもって適
合とする。



３．制度・施策実行
小項目 評価項目 認定要件

喫煙対策 3-3-9.受動喫煙対策に関する取り組み 必須

申請書Q28

38

状況 屋内 屋外 回答（該当する選択肢）

一般企業の事務所（第２種施設に該当）
屋内：全面禁煙
屋外：賃貸のため無し

◎ ◎
１．屋内・屋外共に、全ての事業場で適合
要件を超えた対策をとっている

病院（第１種施設に該当）
屋内：全面禁煙
屋外：特定屋外喫煙場所を設置

◎ 〇
２．屋内については、全ての事業場で適合
要件を超えた対策をとっているが、屋外は
適合要件どおりの対策をとっている事業場
がある

シガーバー（喫煙目的施設に該当）

屋内：喫煙目的室を設置し、それ以外の事
務スペースなどは禁煙
屋外：賃貸のため無し

〇 ◎
３．一部の事業場で適合要件を超えた対策
をとっているが、その他の事業場は適合要
件どおりの対策をとっている

飲食店（既存特定飲食提供施設に該当）

屋内：喫煙可能室を設置し、それ以外の事
務スペースなどは禁煙

屋外：受動喫煙防止に配慮した喫煙場所を
設置

〇 〇

４．屋内・屋外共に、全ての事業場で適合
要件どおりの対策をとっている

工場（第２種施設に該当）
屋内：全面禁煙

屋外：喫煙所を設けているが、入り口付近で
仕切りが無く受動喫煙の恐れがある

◎ ×
５．適合要件に満たない事業場がある
⇒不適合

学校（第１種施設に該当）
屋内：喫煙場所を設置
屋外：特定屋外喫煙場所を設置

× 〇
５．適合要件に満たない事業場がある
⇒不適合



４．評価・改善
小項目 評価項目 認定要件

ー 4.健康経営の取り組みに対する評価・改善に関する取り組み 必須

申請書Q29

39

〇設置趣旨
本項目は、効果的な健康経営を進めるために、健康経営の取り組み状況や結果を振り返り、その結果をもとに、
今後の健康経営の目標設定、施策検討を行っているかを問うものである。

〇適合基準
本項目は、健康経営の取り組みを実施後、取り組み結果をもとに、生活習慣等の改善状況の把握や効果検証等を
行っていることをもって適合とする。



とある工場・A社の事例
従業員50人の職場です。夜勤もあります。協会けんぽからの特定保健指導の案内や、事業

所健康診断カルテより「こんなにメタボの人がいるのか…」と思っていましたが、今まで誰
も特定保健指導を受けていませんでした。このような状況の中で、最近、従業員が病気で倒
れてしまいました。すぐに復帰してくれたので良かったのですが、「何とかしないと！」と、
この時思ったのです。

《総務担当者》

PDCA 事例の取り組み内容

Plan（計画） 分析に基づく事業の立案

・特定保健指導を従業員に知ってもらう
・会社で受けやすい環境を整える
・総務が担当し、実施していく
・2025年度までに、対象者全員（100%）が参加する

Do（実行） 事業の実施

・社内報に健診と特定保健指導について記載して回覧
・朝会で社長から、特定保健指導を実施することを周知
・「特定保健指導の案内」に掲載された対象者へ総務から

社内メールと声掛けをして案内
・社内で特定保健指導を実施（就業中、応接室で個別対応）

Check（評価）
評価指標の目標達成状況を確認し

達成の成否の要因分析

・対象者の参加数を確認し、前年度と比較
前年度対象者の参加数（20人中0人（0%）参加）
今年度対象者の参加数（20人中8人（40%）参加）

⇒事前の周知で理解ができたため、参加に抵抗がなかった
⇒不参加の12人は夜勤専門で日中実施が難しい

Action（改善） 次のサイクルに向けての修正

・健診当日に健診機関で特定保健指導を実施できるか検討中
・オンライン（WEB）での特定保健指導を検討中

⇒結果と次回検討事項を社長に報告

実施主体

達成期限

数値目標
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４．評価・改善
小項目 評価項目 認定要件

ー 4.健康経営の取り組みに対する評価・改善に関する取り組み 必須

申請書Q29
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申請書Q30～Q35
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アンケートの回答にご協力ください

・WEB上で回答いただけます
・所要時間 約１分

方法① 右記の二次元バーコードをかざす

方法② 本動画の概要欄にあるURLをクリック

アンケート アクセス方法

方法③ 協会けんぽ兵庫支部のホームページからアクセス
全国健康保険協会 兵庫支部ホームページ＞健康宣言＞令和６年度 健康経営優良法人認定セミナーを開催します！

QR


